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東秩父村長選挙　
東秩父村議会議員補欠選挙

― 開 票 結 果 ―
　平成２４年８月２６日に行われた東
秩父村長選挙および東秩父村議会議員
補欠選挙（欠員１名）の投開票の結果
は次のとおりです（敬称略）。

東秩父村長選挙
　投票率 ８５．７８％
　当　足立　りすけ　　１,３８８票
　　　若林　あきら　　１,０１２票

東秩父村議会議員補欠選挙
　投票率 ８５．５７％
　当　高野　さだのり   １,３９２票
　　　田中　ひでお         ９８３票

問合せ　選挙管理委員会 　
                ８２－１２２６

　去る９月１３日、埼玉会館において平成２４年度
第３８回埼玉県民生委員・児童委員大会が開催され、
本村協議会が「優良民生委員・児童委員協議会表彰」
を受賞しました。これは、埼玉県内で、定例会の開
催状況や専門部会の設置・活動、地域福祉の活動並
びに協働活動の実績が優れている協議会を表彰する
もので、日頃地域の見守り活動を中心とした本村協
議会の地域活動が認められ、平成８年度に続き２回
目の受賞となりました。

東秩父村民生委員･児童委員協議会

優良協議会表彰を受賞

　これまでは、国民年金保険料を納め忘れたまま２年を超えると
保険料を納めることができませんでしたが、本年１０月から３年
間に限り、過去１０年以内の納め忘れた保険料を納めることがで
きる後納制度が始まります。
　過去１０年以内の保険料を納めていただくことで、将来の年金
額を増やしたり、年金の受給権につなげることができるようにな
ります。
　また、「年金機能強化法」により、平成２７年１０月からは受
給資格期間が１０年（１２０月）に短縮されることが予定されて
います。
　これまで受給資格期間を満たさなかった方が年金を受給できる
場合や、後納制度を利用することで受給できるようになる場合が
あります。
＊後納制度は事前申し込みが必要ですが、審査の結果、後納制度
   による納付をご利用いただけない場合があります。

　詳しくは国民年金保険料専用ダイヤル０５７０－０１１－０５０
または秩父年金事務所（　０４９４－２７－６５５９）へお問い
合わせください。
　後納制度をご利用いただく際のご自身の年金記録は、ねんきん
ネット（http://www.nenkin.go.jp） でご確認ください。

後納制度（国民年金保険料の納付可
能期間の延長）の納付が始まります


